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法定事後開示書類(株式交換)(株式会社 LITALICO パートナーズ) 

 

2020 年 9 月 8 日付で株式会社 LITALICO（旧商号：株式会社 LITALICO メディア＆ソリューション

ズであり、以下「株式交換完全親会社」という。）と、株式会社 LITALICO パートナーズ（旧商号：株式

会社 LITALICO であり、以下「株式交換完全子会社」）の間で締結した株式交換契約に基づき、2021 年

4 月 1 日を効力発生日とする株式交換（以下「本件株式交換」という。）を行いましたので、下記のとお

り、本件株式交換にかかる事後開示事項を開示いたします。 

 

１．本件株式交換の効力発生日（会社法施行規則第 190 条第 1 号） 

2021 年 4 月 1 日 

 

２．株式交換完全子会社における会社法第 784 条の 2 の規定による請求に係る手続並びに法第 785 条、

第 787 条及び第 789 条の規定による手続の経過 

(1) 会社法第 784 条の 2 の規定による請求に係る手続の経過（株式交換をやめることの請求） 

本件株式交換に対して、会社法第 784条の2の規定による請求権を行使した株主はおりませんでした。 

(2) 会社法第 785 条の規定による手続の経過（反対株主の株式買取請求） 

本件株式交換に対して、会社法第 785 条の規定による請求権を行使した株主はおりませんでした。 

(3) 会社法第 787 条の規定による手続の経過（新株予約権買取請求） 

該当事項はありません。 

(4) 会社法第 789 条の規定による手続の経過（債権者の異議） 

該当事項はありません。 

 

３．株式交換完全親会社における会社法第 796 条の 2 の規定による請求に係る手続並びに同法第 797 条

及び第 799 条の規定による手続の経過 

(1) 会社法第 796 条の 2 の規定による請求に係る手続の経過（株式交換をやめることの請求） 

株式交換完全親会社の株主は株式交換完全子会社のみであり、会社法第 796 条の 2 に基づく請求はあ

りませんでした。 

(2) 会社法第 797 条の規定による手続の経過（反対株主の株式買取請求） 

該当事項はありません。 

(3) 会社法第 799 条の規定による手続の経過 

該当事項はありません。 

 



４．本件株式交換により株式交換完全親会社に移転した株式交換完全子会社の株式の数に関する事項 

本件株式交換により、株式交換完全親会社に移転した株式数は、普通株式 17,742,456 株です。なお、

自己株式 244 株は移転せず、本件株式交換の効力発生直前時点で株式交換完全子会社において消却され

ております。 

 

５．その他本件株式交換に関する重要な事項 

(1) 本件株式交換の、株式交換比率は１：１です。 

(2) 本株式交換により増加した株式交換完全親会社の資本金及び準備金は以下のとおりです。  

資本金の額   ： 365,000,000 円 

資本準備金の額 ： 会社計算規則第 39 条及び株式交換契約に従い、株式交換完全親会社が定める額  

利益準備金の額 ： 0 円 

(3) 本件株式交換に伴い、株式交換完全親会社は、株式会社 LITALICO として、東京証券取引所市場第

一部へ 2021 年 4 月 1 日付でテクニカル上場を行っております。 

 

 

以 上 

 


